
［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］

伊方２号機格納容器じんあい・ガスモニタの故障につ
いて

 
                             13． 8．20
                             環境政策課

                             (内線2443)
［異常の区分］

国への法律・通達に基づく報告対象
事象
 

    有   ・   無

[評価レベル  ]

県の公表区分     Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

外部への放射能の放出・漏えい
 

    有   ・   無

[漏えい量   ]

異常の概要

 

発生日時  １３年 ８月２０日 ６時４５
分

発生場所
 

  １号・２号・３号・共用設備

  管理区域内 ・ 管理区域外

種  類
 

・設備の故障、異常

・地震、人身事故、その他

 
［異常の内容］
 ８⽉２０⽇７時４５分、四国電⼒㈱から、別紙のとおり、伊⽅発電所の異常に係
る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ８⽉２０⽇６時４５分、伊⽅２号機で「プロセスモニタ故障」の信号が発⽣

し、調査の結果、格納容器じんあい・ガスモニタのサンプラ流量低が要因と判明
した。

２ 詳細は調査中である。
３ 格納容器排気筒ガスモニタ及びエリアモニタの指⽰値には異常ない。
４ 環境への放射能の影響はない。
 
［異常の原因及び復旧対策］
 その後、８⽉２０⽇１１時４５分、四国電⼒から次のとおり連絡がありました。
１ 格納容器じんあい・ガスモニタのサンプラ流量低の原因は、測定⽤空気を採取

するための真空ポンプの故障によるものと判明した。
２ このため、真空ポンプを予備品と取替え、１１時１８分、正常状態に復旧し

た。
 



 県としては、⼋幡浜中央保健所職員が、
○格納容器排気筒ガスモニタ及びエリアモニタ等の指⽰値に異常がないこと
○真空ポンプが取替えられ、正常状態に復旧したこと
を確認しました。
 
 （伊⽅発電所及び周辺の状況）

原⼦炉の運転状況
 

１号機 運転中（出⼒100％）・停⽌中

２号機 運転中（出⼒100％）・停⽌中

３号機 運転中（出⼒100％）・停⽌中

発電所の排気筒・放⽔⼝モニタ値の状況   通常値  ・  異常値

周辺環境放射線の状況   通常値  ・  異常値

 
伊　方　発　電　所　情　報

（お知らせ）

発信年⽉⽇  平成１３年 ８⽉２０⽇ (⽉)  ７時 ４５分

発 信 者  伊⽅発電所 海⽼原

当
 

該
 

機

号 機
 

(定格出⼒)
 １号機（５６６ＭＷ）･２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ） 
 

発⽣時
 

状 況

1.出⼒ 566MWにて(出⼒運転中･調整運転中･出⼒上昇中･出⼒降下中)
 

2.第 回定期検査中

発 ⽣ 状 況
  概  要

 

 設備トラブル ・ ⼈⾝事故 ・ 地震 ・モニタ関係 ・その他

１．発⽣⽇時︓ ８⽉２０⽇  ６時 ４５分
 

２．場  所︓ 伊⽅２号機

                   
 ３．状  況︓

    伊⽅２号機は定格出⼒で運転中のところ、本⽇６時４５分「プロ
セ  スモニタ故障」の信号が発信しました。調査の結果、格納容器じ
んあ  い・ガスモニタ（Ｒ－１１、１２）のサンプラ流量低が信号発
信の要  因であることが判明しました。

 



 

   原因は調査中です。

   なお、格納容器排気筒ガスモニタおよびエリアモニタの指⽰値に
は  異常はなく、環境への放射能の影響はありません。

 

運転状況
  

１号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
 ２号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
 ３号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中

 備 考
 

 

○添付資料－１:伊⽅２号機 格納容器じんあい・ガスモニタ位置図
 

 

 
伊　方　発　電　所　情　報
（お知らせ、第２報）

発信年⽉⽇  平成１３年 ８⽉２０⽇ (⽉) １１時 ４５分

発 信 者  伊⽅発電所 海⽼原

当
 

該
 

機

号 機
 

(定格出⼒)
 １号機（５６６ＭＷ）･２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ） 
 

発⽣時
 

状 況

1.出⼒ 566MWにて(出⼒運転中･調整運転中･出⼒上昇中･出⼒降下中)
 

2.第 回定期検査中



発 ⽣ 状 況
 概  要

 

 設備トラブル ・ ⼈⾝事故 ・ 地震 ・モニタ関係 ・その他

１．発⽣⽇時︓ ８⽉２０⽇  ６時 ４５分
 

２．場  所︓ 伊⽅２号機 原⼦炉補助建家ＥＬ３２ｍ （管理区
域）

                   
 ３．状  況︓

    伊⽅２号機は定格出⼒で運転中のところ、本⽇６時４５分「プロ
セ  スモニタ故障」の信号が発信しました。調査の結果、格納容器じ
んあ  い・ガスモニタ（Ｒ－１１、１２）のサンプラ流量低が信号発
信の要  因であることが判明しました。

    なお、格納容器排気筒ガスモニタおよびエリアモニタの指⽰値に
は  異常はありません。

                       ［第１報にてお知らせ
済］

 

   その後の調査の結果、サンプラ流量低が発信した原因は、格納容
器  内の測定⽤空気を採取するためのポンプ（真空ポンプ）の故障で
ある  ことが判明しました。

    このため、当該ポンプを予備品に取替え、１１時１８分、通常状
態  に復旧しました。

 

   本事象による環境への放射能の影響ならびにプラント運転への影
響  はありません。

 

   本事象に関するお知らせは、本報をもって終了させて頂きます。
 

 

運転状況
  

１号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
 ２号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
 ３号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中

 備 考
 

 

○添付資料－１︓伊⽅２号機 格納容器じんあい・ガスモニタ位置図
      －２︓伊⽅２号機 格納容器じんあい・ガスモニタ系統図
      －３︓伊⽅２号機 エリアモニタ記録
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県の公表区分の説明など 周辺環境放射線確認結果  異常発⽣箇所（系統図）
格納容器モニタ系統図 写真 ⽤語解説
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（参考）
 
１　国への法律・通達に基づく報告対象事象

 核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律及び⼤⾂通達等に基づき、国
（経済産業省原⼦⼒安全・保安院等）に対し、⼀定レベル以上の事故・故障等を報告す
ることが義務付けられている。
 国への法律・通達に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原⼦⼒機関が定めた評価
尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが⽰されるので、異常の程
度を判断する⽬安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象と
されている。

 
２　県の公表区分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 内               容

Ａ

 

○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態
（放射能の放出、原⼦炉の停⽌、出⼒抑制を伴う事故・故障、国への報告
対象事象 等）
○社会的影響が⼤きくなるおそれがあると認められる事態
（⼤きな地震の発⽣、救急⾞の出動要請、異常な⾳の発⽣ 等）
○その他特に重要と認められる事態

Ｂ

 

○管理区域内の設備の異常
○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指⽰値の有意な変
 化
○原⼦炉施設保安規定の運転上の制限が⼀時的に満⾜されないとき
○その他重要と認められる事態

Ｃ ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

 
３　管理区域内・管理区域外

 その場所に⽴ち⼊る⼈の被ばく管理等を適切に実施するため、⼀定レベル（３⽉間に
１．３ミリシーベルト）以上の被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定め
ている。原⼦炉格納容器内や核燃料、使⽤済燃料の貯蔵場所、放射能を含む⼀次冷却⽔
の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場
所等が管理区域に該当する。
 異常発⽣の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する⽬安となる。



周辺環境放射線調査結果
（県環境放射線テレメータ装置により確認）

 
 平成13年８⽉20⽇(⽉)                （単位︓ﾅﾉグﾚｲ／時）

         時刻
測定局

測定値
 

平常の変動幅の
最⼤値

6:30
 

6:40
 

6:50
 

7:00
 

7:10
 

降⾬時
 

降⾬時
以外

愛
媛
県 

 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ １７ １６ １７ １７ １７ ４０ １８

九町ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ ５３ ５３ ５３ ５３ ５３ ７６ ５９

湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ ４５ ４５ ４５ ４４ ４４ ６３ ５３

伊⽅越ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ １８ １７ １８ １８ １８ － －

川永⽥ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ ２２ ２２ ２２ ２２ ２２ － －

豊之浦ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ １２ １２ １２ １２ １２ － －

加周ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ １８ １８ １８ １８ １８ － －

⼤成ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ １９ １９ １９ １９ １９ － －

四
国
電
⼒
㈱

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ １４ １５ １４ １５ １４ ３６ １７

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄNo.1 １４ １５ １５ １４ １５ ３８ １７

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄNo.2 １４ １４ １４ １４ １４ ３８ １６

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄNo.3 １３ １３ １４ １３ １３ ３８ １５

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄNo.4 １３ １４ １４ １４ １４ ３８ １６
 ※降⾬の状況︓有・無
 ※格納容器排気筒モニタ等にも異常なし。その後、正常状態に復旧するまでの間の周辺環境放射線等

にも異常なし。
（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降⾬等の気象要因や⾃然条件の変化等により変動するので、原⼦⼒安全委員会の環
境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と⽐較して評価しています。
 「平常の変動幅」は、過去２年間の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、⼀般
に、測定値が「平常の変動幅」の最⼤値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。

２ 環境放射線は線量(グﾚｲ)で表されますが、⼀般的に、これに0.8を乗じて、⼈の被ばくの程度を表す線量(ｼ-
ベﾙﾄ)に換算しています。

 例えば、九町モニタリングポスト（線量率59ﾅﾉグﾚｲ／時）付近では、１年間に約0.4ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ミリはナノ
の100万倍を表す）の⾃然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合とほぼ
同じ程度の量です。









用語の解説
 
○格納容器ガスモニタ
 格納容器内の空気中の放射線量を測定する装置。格納容器内の空気をポンプで
吸引して、放射線の測定器（プラスチックシンチレーション検出器）で常時測定
している。

 
○格納容器じんあいモニタ
 格納容器内の空気中の放射能量を測定する装置。格納容器内の空気をポンプで
吸引して、集塵装置でじんあいを捕集したろ紙を放射線の測定器（ＮａＩシンチ
レーション検出器）で常時測定している。

 


